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平成３０年第３回竜王町議会定例会（第１号） 

                            平成３０年９月３日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第４９号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第５０号 竜王町税条例等の一部を改正する条例  

日程第 ５ 議第５１号 竜王町介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例の 

            一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第５２号 平成３０年度竜王町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議第５３号 平成３０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議第５４号 平成３０年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第５５号 平成３０年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            １号） 

日程第１０ 議第５６号 平成３０年度竜王町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議第５７号 平成２９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２ 議第５８号 平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第５９号 平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第６０号 平成２９年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１５ 議第６１号 平成２９年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１６ 議第６２号 平成２９年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

日程第１７ 議第６３号 平成２９年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

日程第１８ 議第６４号 平成２９年度竜王町水道事業会計決算認定について 
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日程第１９ 議第６５号 町道路線の認定について 

日程第２０ 議第６６号 竜王町監査委員の選任について 

日程第２１ 議第６７号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２２ 報第 ２号 平成２９年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ３号 平成２９年度竜王町資金不足比率について 

日程第２４ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 菱 田 三 男   ２番 小 西 久 次 

 ３番 若 井 猛 志   ４番 森 島 芳 男 

 ５番 森 山 敏 夫   ６番 内 山 英 作 

 ７番 松 浦   博   ８番 古 株 克 彦 

 ９番 貴 多 正 幸  １０番 山 田 義 明 

１１番 岡 山 富 男  １２番 小 森 重 剛 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 ２番 小 西 久 次   ３番 若 井 猛 志 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

代 表 監 査 委 員 吉田 定男  監 査 委 員 貴多 正幸 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 山添みゆき 

住 民 福 祉 主 監 兼 
発 達 支 援 課 長 嶋林さちこ  産 業 建 設 主 監 井口 和人 

主 監 心 得 兼 
未 来 創 造 課 長 奥  浩市  会 計 管 理 者 西川 良浩 

総 務 課 長 川嶋 正明  税 務 課 長 寺嶋  要 

生 活 安 全 課 長 図司 明徳  住 民 課 長 森岡 道友 

福 祉 課 長 間宮 泰樹  健 康 推 進 課 長 中原 江理 

農 業 振 興 課 長 井口 清幸  商 工 観 光 課 長 岩田 宏之 

建 設 計 画 課 長 森  徳男  上 下 水 道 課 長 込山 佳寛 

農業委員会事務局長 白川 賢治  教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 田邊 正俊 

教育総務課長心得 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 武久 雅則 

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 知禿 雅仁  書 記 奥  智子 
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開会 午後１時００分 

○議長（小森重剛） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は、１２人であ

ります。よって、定足数に達しておりますので、これより平成３０年第３回竜王

町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申し出がございますので、これを認める

ことにいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。平成３０年第３回竜王町議会定例会の

開会に当たり、一言  御挨拶を申し上げます。  

本日、平成３０年第３回竜王町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位におかれましては、何かと御多用の中を万障お繰り合わせの上御出席いただき、

厚く御礼を申し上げます。議員の皆様方には、ますます御健勝にて日々議会活動

に御専念いただき、あわせまして町政万般にわたり格別の御指導と御鞭撻を賜っ

ておりますことに、衷心より厚く御礼申し上げる次第でございます。 

さて、今年の夏は、梅雨明けから厳しい暑さとなり、埼玉県熊谷市では最高気

温４１．１度を記録し、５年ぶりに観測史上最高の気温となったところでござい

まして、全国的に猛暑日が続いたところでございます。 

こうした中、全国的に熱中症により亡くなられる方が相次いでいたことなどを

受けまして、熱中症を正しく理解し、最悪の事態を未然に防止するため、町内に

おきまして、７月下旬からトランペット放送などにより注意喚起を行ってまいり

ました。 

全国各地で異常気象による災害が発生しております。 

６月２８日から７月８日ごろにかけまして、西日本を中心に広い範囲で集中豪

雨となり、１１府県に大雨特別警報が発令され、多くの地域で河川の氾濫や浸水

害、土砂災害が発生し、２００名を超える方がお亡くなりになり、今なお、行方

不明の方の捜索も続けられているところでございます。 

時を同じく、６月２９日には、米原市で竜巻とみられる突風が発生し、風速約

６５メートルの竜巻により、１４０棟の建物が被害を受けたところでございます。 

さらに、８月に入りまして、例年以上に台風が発生しており、先月下旬には、

台風２０号が日本列島を通過したところでございます。本町において、幸い人命

に係る大きな被害はなかったところでございます。 

また、大きな地震も発生しております。６月１８日には、大阪府北部を震源と
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した地震が発生し、本町におきましては震度４を記録いたしました。 

全国各地で、被害に遭われました皆様に心からお見舞い申し上げます。また、

一日も早い復旧、復興されることを衷心よりお祈り申し上げます。 

明４日には超大型台風である２１号の接近が報じられておるところでございま

す。今後、本格的な台風シーズンを迎えますことから、十分備えていく必要があ

ると再認識しているところでございます。 

次に、既に御承知いただいている内容ではございますが、我がまちにとって明

るい御報告でございます。 

７月２８日から７月３１日まで長崎県で開催されました第４０回全国スポーツ

少年団軟式野球交流大会におきまして、竜王野球スポーツ少年団が見事優勝し、

全国１位の栄冠に輝いたところでございます。決勝では、最終回に劇的なサヨナ

ラ安打で勝利をつかみとったという内容を聞かせていただき、優勝されたことは

もちろんすばらしいことではありますが、最後の最後まで諦めず戦った彼らの心

の強さに感銘を受けたところであります。 

また、８月５日に開催されました第５３回滋賀県消防操法訓練大会におきまし

て、竜王町消防団が小型ポンプの部で第３位ということで、昨年に引き続き入賞

をしていただきました。住民の生命と財産を守るという崇高な使命のもと、日夜

訓練を重ね、その成果を発揮されたことは、非常に頼もしく、誇りに感じたとこ

ろです。 

このように安心、安全、活力のあるまちづくりを目指しまして、本定例会にお

きましては、条例案件３件、補正予算案件５件、決算案件８件、その他案件１件、

人事案件２件、報告案件２件を上程させていただきます。 

慎重なる御審議を賜り、適切な御結論をいただけますようお願い申し上げ、開

会に当たりましての御挨拶といたします。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小森重剛） これより、本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に、専決処分報告書、議会諸般報告書、並びに竜王町議会会議

規則第１２６条の規定による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしく

お願いをいたします。なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小森重剛） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
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会議規則第１２５条の規定により、２番 小西久次議員、３番 若井猛志議員

を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小森重剛） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日から９月２６日までの２４日間といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日

から９月２６日までの２４日間と決定いたしました。 

なお、会期の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により会

議を進めてまいりたいと思いますので、これに御協力のほどをお願い申し上げま

す。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第４９号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第５０号 竜王町税条例等の一部を改正する条例  

日程第 ５ 議第５１号 竜王町介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例の 

            一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第５２号 平成３０年度竜王町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議第５３号 平成３０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議第５４号 平成３０年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第５５号 平成３０年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            １号） 

日程第１０ 議第５６号 平成３０年度竜王町下水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（小森重剛） 日程第３ 議第４９号、竜王町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例から日程第１０ 議第５６号、平成３０年度竜王町下水道事業

会計補正予算（第１号）までの８議案について一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 
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○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第４９号から議第５６

号までの８議案につきまして順を追って提案理由を申し上げます。 

議第４９号、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、平成３０年１２月以降に支給する賞与から、人事評価の結果を勤勉手当の

成績率に反映させるため、所要の改正を行うものでございます。 

次に、議第５０号、竜王町税条例等の一部を改正する条例につきましては、地

方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布され、たばこ税率

を平成３０年１０月１日から３段階で引き上げること、また加熱式たばこについ

て課税方式が見直され、５年間かけて段階的に移行されること及び平成３３年分

以降の個人住民税について非課税措置の対象となる者の所得要件を引き上げるこ

と、その他所要の改正が生じたため、条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第５１号、竜王町介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例の

一部を改正する条例につきましては、竜王町介護予防拠点施設として設置してい

る鏡ふれあいプラザの位置について、現在の地番へ整合させるため、条例の一部

改正を行うものでございます。 

次に、議第５２号、平成３０年度竜王町一般会計補正予算（第２号）につきま

しては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳入歳出予

算額が５５億５，６１５万６，０００円でございます。今回、その総額に歳入歳

出それぞれ９，３３６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ

５６億４，９５１万６，０００円とするものでございます。 

今回の補正予算の主なものといたしましては、コンパクトシティ化検討懇話会

委員報償費、住民基本台帳システム等改修委託料、畜産競争力強化対策整備事業

費補助金、ため池ハザードマップ作成業務委託料、農業水利施設の機能保全計画

策定業務委託料、県単独土木建設事業負担金、償還元金の追加または増額及び償

還利子の減額でございます。 

続きまして、債務負担行為補正につきましては、がん検診業務、若年健康診査

業務及び後期高齢者健康診査業務について、平成３１年度に各種健診等を円滑に

進めるため追加するものでございます。 

次に、議第５３号、平成３０年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）補正予算（第１号）につきましては、現在お認めをいただいております当初

予算の歳入歳出予算額が２０億４，６９０万円でございます。今回、この総額に

歳入歳出それぞれ１７８万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ
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れ２０億４，８６８万円とするものでございます。 

今回の補正予算の内容といたしましては、平成２９年度における退職者医療交

付金の額の確定により、交付金の一部を社会保険診療報酬支払基金へ返還する必

要があることから増額するものでございます。 

続きまして、債務負担行為につきましては、特定健診啓発資料一式作成業務、

並びに特定健康診査業務及び若年健康診査業務について、平成３１年度に健診等

を円滑に進めるため設定するものでございます。 

次に、議第５４号、平成３０年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）

につきましては、現在、お認めいただいております当初予算の歳入歳出予算額が

９億１，５５０万円でございます。 

今回、この総額に歳入歳出それぞれ１，８２６万９，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９億３，３７６万９，０００円とするもの

でございます。 

今回の補正予算の主な内容といたしましては、今年度の執行見込みから介護予

防住宅改修費３０万円の増額、平成２９年度の介護給付費交付金及び地域支援事

業交付金の額の確定により、交付金の一部を国等へ返還する必要があることから、

償還金１，７９６万６，０００円を追加するものでございます。 

次に、議第５５号、平成３０年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきましては、現在、お認めいただいております当初予算の歳入歳出予

算額が、１億５２０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ１５

万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億５３５

万８，０００円とするものでございます。 

今回の補正予算の内容といたしましては、歳出におきまして、保険料の還付未

済額が確定したことから、保険料還付金１５万円及び還付加算金８，０００円を

増額するものでございます。 

次に、議第５６号、平成３０年度竜王町下水道事業会計補正予算（第１号）に

つきましては、３条予算における収益的収支のうち支出につきまして、現在お認

めをいただいております当初予算額が５億３，１３８万５，０００円でございま

す。今回、この総額に１１０万２，０００円を追加し、収益的支出予定額を５億

３，２４８万７，０００円とするものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、管渠費といたしましてマンホールポンプ取

替修繕に伴う修繕費を増額するものでございます。 
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以上、議第４９号から議第５６号までの８議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、議第５２号につきましては、詳細について担当課長

より説明させますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い

申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（小森重剛） 川嶋総務課長。 

○総務課長（川嶋正明） ただいま町長から、平成３０年度竜王町一般会計補正予

算（第２号）の内容について提案理由の説明があったわけでございますが、さら

にその内容について、お手元配付の提出議案説明資料２６ページの、平成３０年

度９月補正予算概要により説明させていただきます。 

今回の補正予算の主なものといたしまして、ページ中段の「（２）歳出補正予

算の主なもの」から御説明をさせていただきます。 

まず、総合庁舎管理事業（消耗品費）１４万４，０００円の増額及び次の庁舎

修繕工事７９万９，０００円の減額でございます。 

これは、本年度応接室の照明器具取替修繕工事を予定しておりましたが、実施

段階においてＬＥＤ照明につけかえることで明るさを担保することが可能となり、

既存の消耗品費で対応させていただいたため、庁舎修繕工事代を減額し、当該対

応に要した費用分を増額させていただくものでございます。 

次に、総合庁舎管理用備品６５万５，０００円の増額でございます。今年度、

応接室のソファにつきまして、劣化状況が著しく、更新をするための費用を当初

予算にてお認めいただいているところでございます。購入に当たり、手続を進め

ている中で、調整の結果、もう少しグレードを上げたソファがふさわしいと判断

し、増額補正をお願いするものでございます。 

なお、財源につきましては、庁舎トイレ工事の入札残分及び応接室照明工事分

を減額させていただき、既存予算を活用した中で組みかえにより、早急に実施い

たしたくお願いするものでございます。 

次に、人権政策推進事業といたしまして、通信運搬費１４万３，０００円及び

男女共同参画推進計画策定業務委託料３０万円の追加でございます。こちらにつ

きましては、男女共同参画推進計画を作成するに当たり、既存調査資料の活用に

より計画の作成を予定しておりましたが、男女共同参画懇話会の委員を委嘱させ

ていただいている中で、男女共同参画に特化した独自調査をすべきだとの意見を

いただいており、今後円滑に計画作成を進めていくに当たり、計上させていただ

くものでございます。 
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次に、コンパクトシティ化検討懇話会委員報償費４８万円の追加及び町政推進

アドバイザー報償費２４万円の増額につきましては、重点プロジェクトの１つで

ありますコンパクトシティ化検討において、業務の推進を図るため懇話会を設置

し、多くの関係者から意見を聞くため計上させていただくものでございます。 

次に、住民基本台帳システム等改修委託料３８８万８，０００円の追加につき

ましては、住民票等への旧姓併記に伴い、住基ネットワークシステム及びコンビ

ニ交付システムの改修が必要なため計上するものでございます。 

次に、障害福祉総務費・一般管理（電算プログラム開発業務委託料）１２９万

６，０００円の追加につきましては、平成３０年の障害者総合支援法の改正に伴

い、システム改修の仕様が国から示されましたので、計上するものでございます。 

次に、日中一時支援給付費３０万円の増額につきましては、日中一時支援事業

の利用者の利用日数の増加により、今後見込みから不足分を計上するものでござ

います。 

次に、畜産競争力強化対策整備事業費補助金の５，５９７万４，０００円の追

加につきましては、国から追加要望調査が実施され、竜王町畜産クラスター協議

会から１件要望がありましたので、計上するものでございます。 

次に、ため池ハザードマップ作成業務委託料１，０００万円の追加につきまし

ては、災害時人家等への被害が想定される農業用ため池についてのハザードマッ

プの作成について、平成３１年度から予定しておりましたが、県から追加要望の

調査があり、前倒して実施することが可能なため追加するものでございます。 

次に、農業水利施設の機能保全計画策定業務委託料１，０００万円の追加につ

きましては、こちらも平成３１年度から農業水利施設の状態を把握するための機

能診断や機能保全計画の作成を予定しておりましたが、先ほどと同様の理由によ

り、前倒しで実施していくためのものでございます。 

次に、雪寒対策費（備品購入費）といたしまして１１１万４，０００円の追加

につきましては、冬季の降雪時に町道の凍結を防止するため、融雪剤を散布する

のに手押しの散布機を用いて実施しておりましたが、昨年度末に故障したため更

新を図る必要があり、従来の人力作業ではなく、自動車積載型の散布機を導入し、

作業の安全性及び効率化を図るためのものでございます。 

次に、県単独土木建設事業負担金２３６万８，０００円の増額につきましては、

県の土木事業の追加により町負担金が増加するため計上するものでございまして、

内容は、国道４７７号西横関交差点及び春日竜王線薬師地先の歩道拡幅に係る測
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量設計、並びに彦根八日市甲西線山之上地先等の交差点の交通量調査でございま

す。 

次に、住宅施策配水管布設工事４００万円の追加につきましては、昨年度末に

売り払いました須惠の町有地におきまして開発が予定されており、今後一部残っ

ております町有地が活用できるよう、当該工事に合わせて水道管の布設を行うも

のでございます。 

次に、東近江行政組合消防負担金２６２万２，０００円の増額につきましては、

組合の負担金は地方交付税に係る消防費の基準財政需要額の割合をもって算出さ

れており、精算の結果、増額となるため計上するものでございます。 

次に、償還元金６９万９，０００円の増額とその下の償還利子１５５万３，０

００円の減額でございますが、これは平成１９年度に借り入れした町債のうち、

１０年後に利率見直しを行う約定としている町債の利率が１．５％から０．０

１％へ変更となったことにより、その減少分の償還利子を減額し、また、償還方

法が元利均等償還でありますので、償還元金を増額するものでございます。 

次に歳入でございますが、上段の「（１）歳入補正予算の主なもの」から御説

明いたします。 

まず、国庫支出金の障害者地域生活支援事業交付金７９万８，０００円につき

ましては、歳出の際に御説明をさせていただきました電算プログラム開発業務委

託料及び日中一時支援給付費の財源として増額するものでございます。 

その下の、社会保障・税番号制度システム整備費補助金３８８万８，０００円

の増額につきましては、住民基本台帳システム等改修委託料の財源となるもので

ございます。 

次に、県支出金の畜産競争力強化対策整備事業費補助金５，５９７万４，００

０円の追加につきましては、畜産競争力強化対策整備事業費補助金の財源となる

ものでございます。 

次の農地防災事業補助金２，０００万円につきましては、ため池ハザードマッ

プ作成業務委託料及び農業水利施設の機能保全計画策定業務委託料の財源になる

ものでございます。 

最後に、今回の補正に係る一般財源所要額１，２１６万１，０００円につきま

して、前年度繰越金を増額するものでございます。 

続きまして、２７ページの「（３）債務負担行為補正（追加）」でございます

が、がん検診業務１，１１４万８，０００円、若年健康診査業務２３７万円、後
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期高齢者健康診査業務５０万５，０００円につきましては、平成３１年度におけ

る各検診（健診）業務の実施に向けて円滑な事業の実施を図るため、債務負担行

為のそれぞれ追加を行うものでございます。 

以上、まことに簡単ではございますが、平成３０年度竜王町一般会計補正予算

（第２号）の内容説明といたします。よろしく御審議を賜り、御承認をいただき

ますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第５７号 平成２９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２ 議第５８号 平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第５９号 平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第６０号 平成２９年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１５ 議第６１号 平成２９年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１６ 議第６２号 平成２９年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

日程第１７ 議第６３号 平成２９年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

日程第１８ 議第６４号 平成２９年度竜王町水道事業会計決算認定について 

○議長（小森重剛） 続きまして、日程第１１ 議第５７号、平成２９年度竜王町

一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第１８ 議第６４号、平成２９年

度竜王町水道事業会計決算認定についてまでの８議案についてを一括議題といた

します。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま、一括上程いただきました議第５７号から議第６４

号までの８議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第５７号、平成２９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、議第５

８号、平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

認定について、議第５９号、平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施
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設勘定）歳入歳出決算認定について、議第６０号、平成２９年度竜王町学校給食

事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第６１号、平成２９年度竜王町下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第６２号、平成２９年度竜王町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について及び議第６３号、平成２９年度竜王町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての７議案につきましては、地

方自治法第２３３条第２項の規定により、去る７月２日から７日間にわたり、町

監査委員による決算審査をいただきましたので、同法第２３３条第３項の規定に

基づき、議会の認定に付するものでございます。 

次に、議第６４号、平成２９年度竜王町水道事業会計決算認定についてにつき

ましては、去る６月４日に町監査委員の審査をいただきましたので、地方公営企

業法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付するものでございます。 

以上、議第５７号から議第６４号までの８議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、詳細につきましては、会計管理者及び担当課長から

説明をさせますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い申

し上げ、提案理由といたします。 

○議長（小森重剛） 西川会計管理者。 

○会計管理者（西川良浩） ただいま町長から提案理由を申し上げました、議第５

７号から議第６３号までの７議案につきまして、その決算概要を御説明申し上げ

ます。 

まず、議第５７号、平成２９年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、

お手元の決算報告書を中心に、御説明申し上げます。 

１ページをごらんください。 

一般会計の決算額は、歳入総額が７３億７，５０９万４，２８１円、歳出総額

が７０億５，３２３万４２３円となり、歳入歳出差引額は、３億２，１８６万３，

８５８円となりました。このうち、平成３０年度に繰り越した事業に要する財源、

１億２，４６０万５，０００円を差し引きますと、実質収支額は１億９,７２５

万８,８５８円の黒字となりました。 ここから、平成２８年度の実質収支額であ

ります１億６，７６０万３，２２２円を差し引きますと、単年度収支額は２，９

６５万５，６３６円の黒字となりました。 

平成２９年度の決算では、歳入総額及び歳出総額とも記録が残る中では、過去

最高額となったところでございます。 

平成２９年度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別並びに性質別構成状況を図
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示したものを１２３ページから１２８ページに掲載しており、１２３ページをご

らんいただきたいと思います。 

まず、歳入の財源構成状況でございますが、自主財源が６７．８％、依存財源

が３２．２％となりました。歳入総額では、前年度に比べて９億５，５２５万９，

０００円の増加で、率にして１４．９％の増となりました。 

前年度と比較して大きく変動のありました科目や、特色あるものについてその

要因等を見てみますと、自主財源のうち、町税収入につきましては、総額３７億

３，６３０万３，０００円となり、前年度と比較いたしますと、９億１，９１０

万２，０００円、率にして３２．６％増加しています。大きな要因は、法人町民

税が９億６，８４８万２，５００円増加となり、前年度と比較しますと３８５．

４％の大幅な増加となっております。 

次に、財産収入といたしましては２億６，９１４万円で、このうち町有地の売

り払いによる収入が２億６，０９７万９，８８８円でございます。 

次に、繰入金といたしましては５，８２９万２，０００円で、その内訳は、未

来につなぐふるさと交竜基金から４,８５９万２，０００円、教育厚生施設等整

備基金から９７０万円の繰り入れを行いました。 

諸収入は４億９，０３２万７，０００円で、そのうち竜王インター周辺地区整

備協力金が４億４７６万５，１４３円でございます。 

また、依存財源では、地方交付税が３億２，３３１万７，０００円で、前年度

と比較して、２，２７３万３，０００円の増加となりました。 

国庫支出金については総額５億２，３３８万円で、前年度と比べ２億５，１６

２万７，０００円の減少となりました。 

主な補助金として、臨時福祉給付金給付事業費（事務費）補助金が３，４９４

万５，０００円、社会資本整備総合交付金７，３０２万８，０００円、地域子ど

も・子育て支援交付金１，３９４万７，０００円であります。 

町債については、５億１,１８３万１，０００円となり、前年度と比較すると

３，４８９万２，０００円の増加であります。 

以上のように、活用できる財源を最大限に確保し、住民皆様へのサービス向上

と健全な財政運営を両輪に、事業遂行に努めました。 

次に、１２５ページから説明をさせていただきます。 

歳出総額では、前年度に比べて８億６，７８９万５，０００円の増加、率にし

て１４.０％の増となりました。 
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歳出の目的別におきまして、前年度比較で増減の著しいものについて説明を申

し上げます。 

農林水産業費におきましては１億３，４８９万４，０００円、率にして３４．

８％の増となり、畜産競争力強化対策整備事業費補助金の増等によるものでござ

います。 

土木費は５億５，６６０万４，０００円、率にして４２．４％の減少となり、

竜王インター周辺地区整備費の減等によるものでございます。 

消防費は４，０７８万３，０００円、率にして１７．３％の増加となり、竜王

町北東部地区防災拠点施設新築工事費の増等によるものでございます。 

諸支出金については１１億９，６０４万５，０００円、率にして７１６．３％

の増加となり、財政調整基金、減債基金等への積立金の増加によるものでござい

ます。 

災害復旧費につきましては１，０２２万円、率にして３１７．７％の増加とな

り、台風２１号による被害により、道路、農道、農業用施設及び学校施設におけ

る事業費の増によるものでございます。 

次に、１２７ページの性質別の決算状況の前年度比較で、増減の著しいものに

ついて説明を申し上げます。 

まず、義務的経費は３５．９％を占めており、７，８５２万４，０００円、３．

２％の増となっております。特に人件費の増加割合が高く、育児休業等から復帰

した者が多数いたこと等によるものでございます。 

次に、投資的経費は９．８％を占めており、３億９，５４９万４，０００円、

３６．５％の減となっております。これは、滋賀竜王工業団地造成工事及びイン

フラ整備が完了したことから、竜王インター周辺地区整備事業費が減少したこと

等によるものでございます。 

また、その他の経費は５４．３％を占めており、１１億８，４８６万５，００

０円、４４．７％の増となっております。これは、多額の法人町民税を収入でき

たこと、また、町有地の売却により得た収入を各種基金へ積み立てたこと等によ

り、積立金が大幅に増加したことが主な要因です。 

なお、決算の具体的内容につきましては、歳入は、決算報告書の１ページから

８ページに、款別に順を追って記載しておりますので、説明を省略させていただ

きます。 

歳出につきましては、決算報告書の９ページから１２２ページにわたり、各所
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管別、予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表をあわせて列記しております

ので、御披見いただきますようお願いいたします。なお、説明は省略させていた

だきます。 

また、決算書の１３２ページから１３５ページには、公有財産の土地及び建物

の平成２９年度中の増減並びに年度末現在高を、また、１３６ページからは、山

林、物権、出資による権利の状況を、さらに、１３７ページから１３８ページに

は、５０万円以上の重要物品を、１３９ページから１４１ページには、基金の年

度末現在高をそれぞれ記載しておりますので御参照いただきたいと存じます。 

なお、「土地開発基金」及び「用品等調達基金」のそれぞれの運用状況につき

ましては、別冊の調書をお届けいたしておりますので、あわせて御参照いただき

ますようよろしくお願いします。 

以上、平成２９年度一般会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。 

次に、議第５８号、平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１２９ページからでございます。 

平成２９年度の竜王町国民健康保険における被保険者数等については、被保険

者の数が前年度に比べ１．９％の減少となりました。また、退職被保険者数につ

いては４７．５％の減少となりました。 

被保険者の異動状況といたしましては、大きな制度改正も無かったことから、

おおむね平年並みの異動件数となりました。 

竜王町の居住者全体から見た国民健康保険事業への加入割合では、世帯数は３

３．１％、被保険者数は２０．５％となっています。 

財政状況につきましては、保険給付費が年々増加傾向にあり、引き続き医療費

の動向を見定め、適正運営に努めなければなりません。 

決算収支の状況は、歳入総額が１５億５，９８２万９，５１０円、歳出総額が

１４億４,３７６万９,４６３円で、歳入歳出差引額は１億１,６０６万４７円と

なりまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものといたしましては、決算書１４７ページ、款５の国民健康保険

税が２億４,９０１万３,５３０円、１４８ページの款１５の国庫支出金が２億９，

９６６万３,６９３円、１４９ページ、款２０の療養給付費等交付金が３，２４

９万８，７４８円、款２１の前期高齢者交付金が３億８，２７１万３，２８７円、

１５０ページ、款２５の県支出金が９,５４５万９，４６１円、款３０の共同事
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業交付金が３億５，３３５万６,８３４円でございます。 

１５１ページ、款４０の繰入金は、６,６４９万５,３５４円でございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１５５ページ、款１０の保険給付費

が９億７,２６８万２,５３８円、１５７ページ、款１１の後期高齢者支援金等が

１億４,０９１万８,２２７円、１５８ページ、款２０の共同事業拠出金が２億４，

３３３万５，７０３円でございます。 

１５９ページ、款２５の保健事業費が１,４８４万９，７９２円で、特定健診

受診率向上啓発と健康指導や疾病の早期発見など健康づくりに取り組んだもので

す。 

１６０ページ、款４０の諸支出金１，５６９万１，２６１円は、主に療養給付

費等負担金精算返還金等でございます。 

また、決算書の１６３ページに、財産に関する調書を添付いたしておりますの

で、あわせて御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の概要説明とさせ

ていただきます。 

次に、議第５９号、平成２９年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘

定）歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１３８ページからでございます。 

まず、医科診療所における決算収支でございますが、歳入総額が８０６万７,

９０４円、歳出総額が７２９万８８円で、歳入歳出差引額は７７万７，８１６円

となりまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものといたしましては、決算書は１６９ページ、款２０の財産収入

が３７万８，０５７円、款２５繰入金として財政調整基金６９１万２，０００円

を繰り入れしております。 

款３０繰越金が７７万７，８４７円でございます。 

歳出では、１７０ページの款５総務費が７２１万９，７７６円でありまして、

医療施設設置者としての維持管理費及び医科診療所指定管理料でございます。 

款１５基金積立金として、財政調整基金積立金が７万３１２円でございます。 

以上が簡単でございますが、医科の内容でございます。 

次に、決算報告書の１３９ページ、歯科診療所における決算収支につきまして

御説明申し上げます。 

歳入総額が６，０３９万３３６円、歳出総額が５，６９６万８，７２５円で、
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歳入歳出差引額は３４２万１，６１１円となりまして、実質収支額も同額となっ

ております。 

歳入の主なものは、決算書の１７２ページ、款５診療収入の４，３３７万５，

００３円、１７３ページの款２５の繰入金５３５万５，０００円でございます。 

歳出では、１７５ページの款５の総務費が４，２１３万５，７８１円で、人件

費及び施設の維持管理費などでございます。 

次に、１７７ページの款１０の医業費は、９５８万８，３７８円となっていま

す。 

なお、受診状況は、決算報告書の１４０ページでございますが、年間受診件数

は３，６４７件、年間外来者数は６，２０５人で、受診件数は減少し、外来者数

も減少しました。さらに、年間診療収入も４，３３７万５，００３円と減少して

います。 

決算書の１８０ページから１８２ページには財産に関する調書を添付いたして

おりますので、御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳入歳出決算の概要説明とさせ

ていただきます。 

次に、議第６０号、平成２９年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１４３ページからでございます。 

御承知のとおり、学校給食は、成長期における園児・児童・生徒に栄養バラン

スのとれた食事を提供し、あわせて、望ましい食習慣の形成を図る重要な「食

育」の実践の場と位置づけ、教育の一環として取り組んでおります。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が６，１１５万８，７９９円、歳出

総額が６，０５２万１，０３６円で、歳入歳出差引額は６３万７，７６３円とな

りまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入でございますが、決算書は１８６ページでございます。 

主となる収入は給食費負担金でございまして、決算額は６，０６９万６，８０

３円でございます。 

歳出につきましては、１８８ページで、給食材料費の決算額が６，００９万８，

７４３円でございます。 

その他は、パンの包装・加工の委託料であります。 

以上、学校給食事業特別会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。 
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次に、議第６１号、平成２９年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１４６ページからでございます。 

平成２９年度の下水道事業については、農業集落排水事業においては、殿村・

山中地区の維持管理に努め、川守地先のマンホールポンプの更新及びポンプ制御

盤と通報装置の改修、殿村処理場の原水ポンプの交換を行いました。 

公共下水道事業については、平成３年１２月１日から供用開始を行い、順次供

用開始地区の水洗化促進と維持管理に努め、山之上地先のマンホールポンプの交

換、西川地先及び山面地先のマンホール蓋更新工事を行いました。 

また、近年の料金徴収等包括的民間委託により、収納率の向上等に成果を上げ

てきているところでございます。 

なお、下水道事業特別会計については、平成３０年４月１日から地方公営企業

法を適用するため、平成３０年３月３１日をもって出納を閉鎖し、同日で打ち切

り決算を行った関係上、出納閉鎖期間がなく、打ち切り時点での未収金・未払金

は、新会計での特例的収入・特例的支出として扱うこととなるため、決算書の歳

入歳出決算事項別明細書の「収入未済額や不用額」に含まれております。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が６億８，２６６万３，８４２円、

歳出総額が６億２，２７８万１，７２２円で、歳入歳出差引額は５，９８８万２，

１２０円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

それでは、まず、歳入の主なものにつきまして御説明申し上げます。 

決算書は、１９３ページからでございます。 

款５の分担金及び負担金は、５，０５１万８，４００円でございます。 

款１０の使用料及び手数料は、１億５，６８２万１，９９７円となっておりま

す。 

１９４ページの款３０の繰入金は、一般会計からの繰り入れが、農業集落排水

事業分が１，３０７万９，０００円、公共下水道事業分が２億７，２８７万４，

０００円であります。 

１９５ページ、款４５の町債は１億８，２２０万円で、特定環境保全公共下水

道事業、琵琶湖流域下水道事業及び農業集落排水事業に係るものでございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１９７ページ、款５の農業集落排水

事業費の決算額が５８０万１，７７４円で、殿村及び山中地区のそれぞれの処理

施設に係ります維持・管理経費であります。 
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款１０の下水道事業費の決算額は１億５，５３２万１，９３３円でございまし

て、主な内容としまして、１９８ページの財政調整基金積立金が４，０２６万円、

１９９ページの琵琶湖流域下水道維持管理負担金が５，１４４万７，２１７円、

２００ページの公債費の内訳としまして、償還元金３億６，７９６万４，４７５

円、償還利子９，３６９万３，５４０円でございます。 

平成２９年度末の町債残高は４０億９，８６０万円となりまして、平成２８年

度末から１億８，５７６万４，０００円余り減少しております。 

なお、決算書の２０３ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、

後ほど御参照をいただきたいと思います。 

以上、下水道事業特別会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。  

次に、議第６２号、平成２９年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１５１ページからでございます。 

平成２９年度は、第６期介護保険事業計画の３年目となり、地域支援事業にお

ける「介護予防事業」・「包括的支援事業」等の実施をしました。 

事業の概要でございますが、第１号被保険者数は３，１３７人で、うち後期高

齢者数は１，４３７人であります。 

また、１５２ページ、要介護・要支援認定者数は５４３人であります。 

続きまして、１５５ページから決算収支の状況でございますが、歳入決算額が

９億２，８３４万９，６６３円、歳出決算額が９億６７２万３４７円で、歳入歳

出差引額は２，１６２万９，３１６円となりまして、実質収支額も同額となって

おります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の２０８ページ、款５の保険料が２

億１，９８９万円、款１５の国庫支出金が１億９，２２６万８，１７２円、２０

９ページ、款２０の支払基金交付金が２億２，３１２万６，６０１円、款２５の

県支出金が１億２，８１６万３，０９５円、２１０ページ、款３５の繰入金が１

億１，７０６万８７０円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、２１４ページ、款１０の保険給付費が８億

１，３５１万７，８８４円でございます。 

次に、２１８ページ、款１１の地域支援事業費は３，４９８万７，０５９円で、

地域包括支援センターの運営をはじめとする介護予防事業に要した費用でござい

ます。 
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２２２ページ、款２０基金積立金として、介護給付費準備基金積立金が６０万

１６８円、款３０諸支出金は４，８９３万６，３２２円で、そのうち償還金４，

７９４万４，６０２円は主に介護給付費に係る精算で、国、県及び支払基金にそ

れぞれ返還いたしました。 

また、決算書の２２５ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、

御参照いただきたいと思います。 

以上、介護保険特別会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。 

次に、議第６３号、平成２９年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１７０ページからでございます。 

後期高齢者医療制度は、開始から１０年が経過したことにより、円滑な制度運

営を行うことができました。保険給付や保険料額の決定などは、滋賀県後期高齢

者医療広域連合が担い、町においては、保険料徴収を行っており、収納率は１０

０％でありました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が９，８５５万２９０円、歳出総額

が９，８１１万８，７５９円で、歳入歳出差引額は４３万１，５３１円となりま

して、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものは、決算書２２９ページ、款５後期高齢者保険料が７，１８０

万８，１６０円、款２０の繰入金は２，６３５万８，２４０円で、そのうち２，

５２７万４，７９１円は保険基盤安定にかかる繰入金でございます。 

次に、歳出でございますが、決算書は２３１ページでございます。 

款５の総務費が１０９万６，５０９円で、資格管理及び保険料徴収の事務費で

ございます。 

また、款１０の後期高齢者医療広域連合納付金が９，６６６万４５９円で、被

保険者から納付された保険料等を滋賀県後期高齢者医療広域連合に納付している

ものです。 

以上、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただき、議

第５７号から議第６３号までの７議案につきましての提案説明といたします。よ

ろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小森重剛） 込山上下水道課長。 

○上下水道課長（込山佳寛） ただいま町長から提案理由を申し上げました、議第

６４号、平成２９年度竜王町水道事業会計決算認定についての内容につきまして
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御説明を申し上げます。 

平成２９年度につきましても、常に経営の健全化と施設の効率的な維持管理に

努めてきたところであります。 

当年度の給水人口は１万１，７０２人で、前年度と比較して１１１人の減少と

なっています。また、年間総配水量は１６８万６，１８０立方メートルであり、

前年度より４万１，０１３立方メートルの増加となりました。年間有収水量につ

きましては１４７万４，８２０立方メートルであり、前年度より１万５，９７５

立方メートルの減少でありました。 

収益的収支におきましては、収益が３億４，４９５万５，２５３円で、費用が

３億３，７０５万３，２２１円となり、７９０万２，０３２円の純利益となった

ものでございます。 

それでは、決算書に基づきまして、詳細の御説明をいたします。 

まず、１ページの平成２９年度竜王町水道事業決算報告書をごらんください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、水道事業収益といたしまして

は、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして、決算額が３億７，３５

０万１，７９７円で、このうち仮受消費税は２，１７３万７，８５１円でござい

ます。 

支出におきましては、水道事業費用といたしまして、営業費用、営業外費用を

合わせまして、決算額が３億５，３５０万５，９７３円で、このうち仮払消費税

は１，６４５万２，８２５円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

して、企業債から他会計負担金までを合わせまして、決算額が１億２，９５２万

５，６４０円でございます。 

支出におきましては、資本的支出といたしまして、建設改良費及び企業債償還

金を合わせまして、決算額が１億８，７４５万６，４４８円で、このうち仮払消

費税は１，２０５万３，１９９円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額５，７９３万８０８円は、当

年度分損益勘定留保資金及び消費税資本的収支調整額で補てんいたしました。 

次に、３ページの損益計算書をごらんください。 

営業収支は、４，９５２万５，７５１円の損失となりましたが、営業外収支が

５，６３４万１，６９２円の利益となり、経常利益として６８１万５，９４１円

でございます。 
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さらに、特別利益が１０８万６，０９１円、当年度純利益は７９０万２，０３

２円、これに前年度繰越利益剰余金４７万７，７００円を加え、当年度未処分利

益剰余金は８３７万９，７３２円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書をごらんください。 

これは、竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき、利益の処分

を行うものでございます。 

当年度未処分利益剰余金８３７万９，７３２円のうち、減債積立金に７００万

円、建設改良積立金に９０万円を積み立てさせていただくものでございます。積

み立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は４７万９，７３２円となります。 

次に、貸借対照表をごらんください。 

まず、資産の部でございます。 

固定資産合計といたしましては、２１億７，７３０万５，９６２円。 

流動資産といたしましては、４億３，４２４万６，９６４円でございます。 

したがいまして、資産合計は、２６億１，１５５万２，９２６円となるもので

ございます。 

次に、負債の部でございます。 

固定負債といたしましては、８億４，０８４万９，１１５円、流動負債といた

しましては、１億６，５８８万８，９４９円でございます。 

繰延収益といたしましては、８億６，５８５万６，７８８円でございます。 

したがいまして、負債合計は、１８億７，２５９万４，８５２円となるもので

ございます。 

続いて、資本の部でございます。 

資本金といたしましては、４億４，３２７万９，４３７円となるものでござい

ます。 

剰余金といたしましては、剰余金合計は２億９，５６７万８，６３７円となり

まして、資本合計は７億３，８９５万８，０７４円、負債資本合計は２６億１，

１５５万２，９２６円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの細部資料として、注記表及び

附属書類を添付いたしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 

以上、平成２９年度竜王町水道事業会計決算の内容説明とさせていただき、提

案説明といたします。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。ここで午後２時３５分まで暫時休憩
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いたします。 

休憩 午後２時１９分 

再開 午後２時３５分 

○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは、ここで決算審査報告をお願いいたします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、決算報告をさせていただきます。 

まず、平成２９年度竜王町歳入歳出決算、並びに竜王町土地開発基金等運用状

況の審査結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

平成２９年度の竜王町歳入歳出決算、並びに竜王町土地開発基金等の運用状況

について審査を実施しました。 

審査に当たり、諸帳簿の照合、計数の確認、並びに各会計の予算執行状況につ

いて慎重に審査を行いました。その結果、特に指摘すべき事項は見当たりません

でした。 

一般会計は、歳入総額７３億７，５０９万４，０００円、前年度比９億５，５

２５万９，０００円、１４．９％の増、歳出総額７０億５，３２３万円、前年度

比８億６，７８９万５，０００円、１４．０％の増でした。 

歳入歳出差引額は３億２，１８６万４，０００円、実質単年度収支額は７億４，

７９９万円の黒字決算となりました。 

また、特別会計は、６会計合計で歳入総額３３億９，９０１万１，０００円、

前年度比２億８，６３４万７，０００円、９．２％の増、歳出総額３１億９，６

１７万円、前年度比２億１，９０７万８，０００円、７．４％の増となり、歳入

歳出差引額の総額は２億２８４万１，０００円の黒字となりました。 

このような中、決算内容については相対的に大きな不用額がある項目も見られ

ましたが、ほぼ適正に運営されているものと見受けました。また、審査を通じて、

各部署の業務遂行への取り組みや各会計における経費節減に向けた努力を理解す

ることができました。 

なお、町税をはじめ、国民健康保険税、並びに上下水道使用料等において、滞
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納が依然として多い状況にあります。初期対応及び滞納対応等を着実に実施され、

収納率の向上を図られるよう期待します。 

財政構造の弾力性を判断する指標として、経常収支比率があります。この数値

が高いほど、財政が硬直化していると言えます。 

平成２９年度は、前年度と比較して１６．２ポイントと大幅に良化し、７７．

２％となりました。 

主な要因は、法人町民税が前年度比９億６，８４８万２，０００円と大幅に増

加したことに伴い、経常一般財源が前年度比９億４，４６８万１，０００円、２

８．０％増加したためであります。 

しかし、大幅に良化したとはいえ、平成２５年度からの経常収支比率の推移を

見ますと、経常経費に充当する一般財源の額が平成２６年度以降増加基調であり

ます。今年度は３６億１，３３９万９，０００円となり、前年度比１億５５６万

４，０００円、３．０％と大きく増加しております。 

ついては、歳入の安定化及び拡充はもとより、改めて歳出経費の見直しが格段

に期待されるところであります。 

ところで、町行政の「信頼の礎」は、日々の正しい行政事務・作業の積み重ね

にあります。日々励行に努められていますが、残念ながら一部において、財務事

務手順等を無視した不適切な対応がありました。 

まず、財産管理に関して。備品管理において、現物の所在等の把握及び引継書

の資料とするため、原則として備品シール貼付の写真を備品台帳に貼付すること。 

次に、貴重品保管庫の鍵、出納印、外郭団体等の会計帳簿及び預金通帳などの

重要な現物については、引継書に通帳番号等を明確に表示し、書面と現物の引き

継ぎを確実に行うこと。 

次に、補助金・契約等に関して。補助金事業について、実績報告書がない事業

があった。申請受付、交付決定、実績報告確認、確定通知、交付金支払いに至る

までの手順を形骸化させることなく、申請者を指導・育成すること。また、一連

の事務処理を行う上で、多くの部署において伺書の発送日等の記入漏れが散見さ

れるので、確実に実施すること。 

次に、委託契約事業については、契約書に基づいた履行状況の実績報告書を完

備すること。特に、修正等があるときは、修正等を指示し、正当な書類の完備を

確認すること。 

次に、契約審査会案件（３０万円以上）の審査会後の契約書類について、町長
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の予定価格がないまま事務処理が行われている。 

以上の事項について、特に不適切な対応と認知したものの、各業務が現に無事

進行していることは幸いであります。 

しかし、長年築いてきた信頼が揺るぎ兼ねない兆しともいえ、現状を直視の上、

ＯＪＴの強化やガバナンスの再構築が必要であると考えます。ルールを逸脱した

行為を見逃さない職場文化の確立を目指し、行政業務の品質保持やコンプライア

ンスの意識向上に注力され、改善されるよう、厳しく期待します。 

最後に、行財政改革、並びに業務の効率化を図られ、住民福祉の向上に努めら

れることを期待して、審査の意見とします。 

続きまして、平成２９年度竜王町水道事業会計決算の審査結果について御報告

申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

平成２９年度竜王町水道事業会計決算の審査を実施しました。 

審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、特

に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公営

企業として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けました。 

今年度の営業収益は２億７，４８８万３，１１０円、前年度比３１万７，２０

１円の減、営業費用は３億２，４４０万８，８６１円、同４６２万８，６４１円

の増、営業利益はマイナス４，９５２万５，７５１円、同４９４万５，８４２円

の減となりました。 

一方、営業外収益は６，８９８万６，０５２円、同２２６万７，６７１円の増、

営業外費用は１，２６４万４，３６０円、同６万５，１１１円の減、経常利益は

６８１万５，９４１円、同２６１万３，０６０円の減となり、特別利益を加除し

た当年度純利益は、７９０万２，０３２円、同２２９万７，５５８円の減となり

ました。 

今年度の主な建設改良事業は、橋本地先基幹管路布設替工事８，９０８万１，

６４０円、鏡地先配水管布設替工事３，４５３万８，４００円及び鏡（松陽台）

地先配水管布設替工事２，１６５万６，１６０円等でありました。 

今年度の職員１人当たりの有収水量、営業収益等から見て、効率性は高いとい
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えます。有収率（有収水量/配水量）は８７．５％であり、高い水準にあります

が、漸減傾向にあり、維持拡大に向けて引き続き努めてください。 

水道事業の経営は、今後も厳しい状況が続くことが予想され、効果的で効率的

な事業の実施が必要不可欠です。 

現在、公用車の保有形態としては、自家用車保有でありますが、リース等を含

め、有効性や効率性の観点からの検討を期待します。 

現在、上下水道料金等包括業務委託、並びに上水道施設年間保守点検業務委託

を実施中ですが、各受託者との一層の協働を図られ、事業目的の達成、業務の効

率化、労務環境の良化等が引き続き推進されるよう期待します。 

平成２８年度には、国の「新水道ビジョン」策定に呼応し、本町では、「竜王

町水道事業ビジョン」が策定されました。このことを踏まえ、ライフラインとし

て安定した水道の機能を維持するため、町民と課題を共有しながら、「上水道事

業整備計画」に基づく着実な推進とアセットマネジメントによる適切な資産管

理・運営に努めてください。 

今後の水道事業経営は、全国的な水需要減少に伴う減収、設備更新需要の増大、

職員不足等々の諸課題から、大変な憂慮が示されています。 

本町においても、単独での克服が困難な課題もあることから、県等における協

議会に参加し、業務の共同発注、あるいは事務処理の統一化など鋭意研究に励ま

れるよう期待します。 

最後に、水道事業の安定確保及び健全経営に引き続き努められることを期待し、

審査の意見とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第６５号 町道路線の認定について 

日程第２０ 議第６６号 竜王町監査委員の選任について 

日程第２１ 議第６７号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（小森重剛） 日程第１９ 議第６５号、町道路線の認定についてから、日

程第２１ 議第６７号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任についてまで

の３議案について、一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第６５号から議第６７

号までの３議案につきまして、順を追って提案理由を申し上げます。 
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まず、議第６５号、町道路線の認定につきましては、主に住宅施策を目的に、

隣接する土地の有効利用及び交通の利便性が図れますことから、町道窪野線とし

て新規の認定をお願いするものでございます。 

次に、議第６６号、竜王町監査委員の選任につきましては、地方自治法第１９

６条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

平成２２年１０月以来、２期８年間にわたり竜王町代表監査委員として御尽力

いただいております吉田定男氏は、平成３０年９月３０日をもって任期が満了い

たしますが、引き続き吉田定男氏を選任いたしたく、提案申し上げるものでござ

います。 

（個人情報のため、一部秘匿）以上のことから、監査委員として適任であると

考えておりますので、御承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、任期につきましては、平成３０年１０月１日から４年間となります。 

次に、議第６７号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、

地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいております安

田光男氏は、平成３０年９月３０日をもって任期が満了いたします。 

つきましては、後任として、村田芳洋氏を竜王町固定資産評価審査委員会委員

として選任いたしたく、提案申し上げるものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

なお、任期につきましては、平成３０年１０月１日から３年間となります。 

以上、議第６５号から議第６７号までの３議案につきまして提案理由を申し上

げましたので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（小森重剛） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２２ 報第 ２号 平成２９年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ３号 平成２９年度竜王町資金不足比率について 

○議長（小森重剛） 日程第２２ 報第２号、平成２９年度竜王町健全化判断比率

について、並びに日程第２３ 報第３号、平成２９年度竜王町資金不足比率につ

いての２報告についてを、一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 
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西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました、報第２号及び報第３号の２報

告につきまして、御報告申し上げます。 

報第２号、平成２９年度竜王町健全化判断比率について及び報第３号、平成２

９年度竜王町資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、御報告申し上げ

るものでございます。 

まず、平成２９年度竜王町健全化判断比率につきましては、それぞれ決算数値

に基づき算出いたしました結果、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきまし

ては、それぞれ赤字額は発生せず、該当なしとなりました。 

実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が２５％に対しまして１１．

９％、将来負担比率につきましては、早期健全化基準が３５０％に対しまして３

５．４％となるものでございます。 

次に、平成２９年度竜王町資金不足比率につきましては、決算数値に基づき算

出いたしました結果、水道事業、下水道事業とも資金不足が発生せず、資金不足

比率については該当なしとなるものでございます。 

以上、報第２号及び報第３号の２報告についての御報告といたします。 

○議長（小森重剛） 続きまして、審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、申し上げます。 

平成２９年度竜王町健全化判断比率審査意見。 

１、審査の概要。この審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算

定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当て

て、実施しました。 

２、審査の期日。平成３０年８月１０日。 

３、審査の結果。 

（１）総合意見。審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定基礎とな

る事実を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）個別意見。 

①実質赤字比率について。平成２９年度の実質赤字比率は、実質収支額が黒字

であるため、当該比率については該当せず、良好な状況であると認められます。 

②連結実質赤字比率について。平成２９年度の連結実質赤字比率は、連結実質
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収支額が黒字であるため、当該比率については該当せず、良好な状況にあると認

められます。 

③実質公債費比率について。平成２９年度の実質公債費比率は１１．９％であ

り、早期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回り、良好な状況にあ

ると認められます。 

④将来負担比率について。平成２９年度の将来負担比率は３５．４％であり、

早期健全化基準の３５０．０％と比較すると、これを下回り、良好な状況にある

と認められます。 

（３）是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

続きまして、平成２９年度竜王町公営企業会計資金不足比率審査の意見でござ

います。 

１、審査の概要。この審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当て

て、実施しました。 

２、審査の期日。平成３０年８月１０日。 

３、審査の結果。 

（１）総合意見。審査に付された下記の資金不足比率及びその算定基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）個別意見。水道事業会計、下水道事業会計ともに資金不足額がなく、引

き続き良好な状態にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２２ 報第２号、並びに日程第２３ 報第３号の２報告につい

て、質疑がありましたらこれを認めることにいたします。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第２２ 

報第２号、並びに日程第２３ 報第３号の２報告については、報告を終結いたし

ます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第２４ 議員派遣について 

○議長（小森重剛） 日程第２４、議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

竜王町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派

遣することにいたしたいと思います。 

なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、 

これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、本件はそのように決定いた

しました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長に報告していただくようお願いい

たします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後３時０７分 


